
 

☆ 出席停止 ☆ 

 

 

 中学校で一番多い「出席停止が必要な感染症」はインフルエンザです。インフルエンザは熱が下がった後も

ウイルスは体内にあり、感染力が残っていると考えられています。学校保健安全法ではインフルエンザは「発
症した後５日を経過し、かつ、解熱後２日(幼児は３日)が経過するまで」が出席停止期間と定められています。
「熱も下がったし、元気やったら登校してもいいやん？」と自己判断せず、必ず医師の診断、指示に従って
ください。 

↓ インフルエンザにかかったら、表に日付を書き込んでご活用ください。 ↓ 

 
０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 
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発熱期間 

６日間 
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┯ 発熱などの症状が始まった日を「０日目」とカウントします。(受診した日ではありません。) 

┯ 解熱した後、２日経過した翌日から登校可能です。 

┯ 【熱なし】とは、朝から一日中、平熱であるということです。 
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インフルエンザ以外でも、病院で「出席停止です」と言われたら学校へお知らせください 

回復して登校されましたら、「出席停止報告書」をお渡ししますので、家庭で記入してご提出ください 

＊ 診断書や治癒証明書を病院で発行してもらう必要はありません ＊ 
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  新型コロナウイルス感染予防のため、「発熱や風邪症状があるときは出席停止」の扱いになります。 

ご家庭での毎朝の検温・健康観察をしっかりしていただき、症状があるときは自宅待機し、かかりつけ医

にご相談ください。（こちらは「出席停止報告書」は不要です。） 


